
１　総括１　総括１　総括１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計予算）(2) 職員給与費の状況（普通会計予算）(2) 職員給与費の状況（普通会計予算）(2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

　　　 Ａ

人

１　職員手当には退職手当を含まない

      ２　職員数は、平成24年4月1日現在の人数である。　 ２　職員数は、平成26年4月1日現在の人数である。

(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況

２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

（注）

　とした場合の値である。

　　　　　　　　　　　％

19,247

計　　　　Ｂ

千円

        ％　　　　　千円　　　　　　　千円人　

  給与費  Ｂ／Ａ　　

（参考）
類似団体平均

一人当たり給与費

26

３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

12.612.6

千円

職員手当

職員数

区　分

（注）

266,943 1,882,369

住民基本台帳人口

（平成27年1月1日）

　　　　　千円

給　　　与　　　費

14,920,429

期末・勤勉手当

区分

26

年度

　　　　　　Ａ

能登町の給与・定員管理等について

25年度の人件費率

実質収支 人件費

　　　　　　Ｂ

（参考）

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

人件費率歳出額　

給　 料

248

千円

315,322 1,263,698

１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職

年度

　員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職棒給表（一）適用職員の
　棒給月額を100として計算した指数。

5,096

一人当たり

　職員数には当該職員を含んでいない。

79,874

千円 千円

5,587

平成27年4月1日のラスパイレス指数が3年連続で上昇しているのは、職員数が少ないことにより、経験年数の階
層内における職員分布の変動が大きいため。今後の改善の見込みとしては、平成27年度末で大量退職（28人）
が見込まれる。

※　27年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇し
ている場合、 ③3年連続で100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

868,502

千円

H24.4.1

90.8

H24.4.1

96.2
H24.4.1

95.5

H25.4.1

91.2

H25.4.1

96.2
H25.4.1

95.4

H26.4.1

9１.5

H26.4.1

96.1

H26.4.1

95.6

H27.4.1

91.9

H27.4.1

96.3
H27.4.1

95.8

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

能登町 類似団体平均 全国町村平均
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(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

　　　　①給料表の見直し

　　　　　[　実施　　　未実施　]

　　　　②地域手当の見直し 該当なし

　　　　③その他の見直し内容

(5) 特記事項(5) 特記事項(5) 特記事項(5) 特記事項
　　　　

（給料表の改定実施時期）　　平成27年4月1日

(内容） 一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2％引下げ。若年層については、1級及
び2級の下位号給は引下げなし。高齢層については、官民の給与格差を考慮して最大4％引下げ。激減
緩和のため、3年間（平成30年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

管理職特別手当については、国と同様に見直しを実施（平成27年4月1日）

実施内容

な　し

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、棒給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割
合の見直し等に取り組むとされている。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成27年4月1日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成27年4月1日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成27年4月1日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成27年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円 歳 円

-

- -

- -

- -

- -

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

円 円

うち清
掃職員

区分

国

うち
校務員

299,358

259,550

国 334,283 408,996

能登町

平 均 年 齢 平均給与月額

407,420

能登町

区分
平均給与月額
（国ベース）

石川県

－

356,521

43.5

323,789

平均給料月額

315,656 332,582

42.1

44.7 340,949

-

339,563

参　考

1.29

1.08
廃棄物処理
業従業員

Ａ／Ｂ

288,100

平均給与
月額（B)

367,674

-

民　　間

313,189類似団体 42.1

平均
年齢

平均給与月額
（国ベース）

263,963

対応する民間
の類似職種

区　分

34

平均給料
月額

49.3 6 276,233

公　　務　　員

310,845

289,141

平均給与
月額（A)

-

276,26320

8 239,400

-

民間（D)

2,994

210

公務員（C) C／D

3,939,100

-

1.24

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成23年～25年の3ヵ年平均）

うち清
掃職員

うち
校務員

※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年
度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　地方自治体の技能労務職員等の給与については、民間に比べて
高額であるという批判・指摘がされています。能登町の技能労務
職員の給料表については、国の行政職給料表（二）の３級制を適
用しており、今後も現行のままとします。また、職員数について
は、平成17年4月現在で58人に対し、平成26年4月現在で34人（△
24人）となっており、退職者に対する新規採用は原則行っていま
せん。

石川県

類似団体

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではな
い。

2,677,100

年収ベース（試算値）の比較

-

374,201

-

-

平均
年齢

44.7289,800

-

55.7

うち
その他

50.4

職員数

49.5 251,092

用務員257,350

328,921

251,500

328,318

52.0 346,803

251,325

-

199,100

288,149

289,141

310,714

44.7

10

-

-

49.3

能登町

4,879,400

1.534,083,033

-

-

-

参考

50.2
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　　　　③医療職（一）

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

※ 医療職（一）は、病院に勤務する医師及び歯科医師が該当します。

　　　　④医療職（三）

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

※ 医療職（三）は、病院に勤務する看護師などが該当します。

１　 「平均給料月額」とは、平成27年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

(2) 職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）(2) 職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）(2) 職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）(2) 職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

46.1

平 均 年 齢

一般行政職

　また、「平均給与月額（国　比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除い
たもの）で算出している。

区分

国

能登町

国

大　学　卒

区　　　分

類似団体 42.6

技能労務職

医療職（三）

-

200,600

191,300

822,932

短　大　卒

-短　大　卒

755,024

139,500

1,164,966

174,200

305,035

139,500

-

平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額

316,737

169,100 -

大　学　卒

大　学　卒 -

-

医療職（一）

346,447

-

123,900

-

-

346,973

174,200

1,274,325能登町

区分 平均給与月額平均給料月額

－

180,300

-

44.6

45.9

平 均 年 齢

類似団体

大　学　卒

（注）

２ 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ
ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

石　川　県

医療職（二）

46.7

240,100

―

平均給料月額

678,790

平均給与月額
（国ベース）

513,865

299,562

中　学　卒

能　登　町

309,044

316,503

319,227

174,200

高　校　卒 142,100

高　校　卒

国

-

142,100

-

493,236

-

142,100

430,100

50.8
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(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年4月1日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年4月1日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年4月1日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況

　 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（27年4月1日現在）(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（27年4月1日現在）(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（27年4月1日現在）(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（27年4月1日現在）

（注）１　能登町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注）平成18年度に8級制から6級制に変更している。（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合）　

６級

区　　分

５級

３級

技能労務職

一般行政職
242,200

82 人

主事、技師

206,866

人

人

(該当者なし)

7.6

％

9.7

経 験 年 数 ２ ０ 年

高　校　卒

区　　　         分

高　校　卒

18

205,100

標準的な職務内容

大　学　卒

職員数

課長、事務局長

構成比

8.6

経 験 年 数 １ ５ 年

20

317,660

298,700

％

％

４級

人

44.4

１級

課長補佐、次長、所長、室長、主幹

10.8

％

％

(該当者なし)

中　学　卒

16

18.9

主事、技師 14

人

人

所長、主幹、係長、主査

％２級

(該当者なし)

234,600

(該当者なし)

課長、室長、課参事、支所長

(該当者なし)

35

(該当者なし)

経 験 年 数 １ ０ 年

１級 7.6% １級 9.7% １級 5.3%

２級

10.8%

２級

11.3% ２級 16.9%

３級

44.4%

３級

43.5%
３級

38.6%

４級

18.9%

４級

18.8%
４級

21.3%

５級 9.7% ５級 8.1% ５級 9.2%

６級 8.6% ６級 8.6% ６級 8.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成27年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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　 (2) 昇給への勤務成績の反映状況(2) 昇給への勤務成績の反映状況(2) 昇給への勤務成績の反映状況(2) 昇給への勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（26年度） １人当たり平均支給額（26年度）

千円 千円 -

（26年度支給割合） （26年度支給割合） （26年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算5～15% ・役職加算5～20% ・役職加算5～20%

・管理職加算　なし ・管理職加算　15～25% ・管理職加算　15～25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(2) 退職手当（平成27年4月1日現在）(2) 退職手当（平成27年4月1日現在）(2) 退職手当（平成27年4月1日現在）(2) 退職手当（平成27年4月1日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％の加算） （2～20％の加算）

１人当たり平均支給額　　　　

（注）

（1.45）月分

3,355

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

1.50月分

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合  　　　　　勧奨・定年

（0.70）月分

1,596

（昇給への勤務成績の反映状況）
　勤務成績の評定に基づき、５段階（Ａ～Ｅ）の勤務成績により昇給を実施し、平成28年１月１日現在の
昇給については、384名中Ａ評価0人（0.0％）、Ｂ評価45人（11.7％）、Ｃ評価330人（85.9％）、Ｄ評価8人
（2.1％）、Ｅ評価1人（0.3％）であった。

1.50月分

20,270

退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

（1.45）月分 （0.70）月分

2.60月分 2.60月分2.60月分

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合  　　　　勧奨・定年

（1.45）月分

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

（0.70）月分

1,300

1.50月分

能　　登　　町

（勤務成績の評定の実施状況）
　平成23年度より、医師を除く全職員に対して勤務成績の評定を実施している。

国

職制上の段階、職務の級等による加算
措置

能　登　町 石　川　県

49.59

49.59

国

34.5825

49.59

49.59 49.59

20.445

34.5825

41.325

25.55625

29.145

　能力・業績に基づく人事評価は、平成23年度に導入し昇給へ反映しているが、勤勉手当への反映
は、現在検討中である。

20.445

29.145

41.325

49.59

25.55625
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 (3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当

    (4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当

千円

　円

　％

　種類

1

7

 (5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

自動車運転業務従事職員

日額　2,500円

国の制度（支給率）

日額　700円

職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

60

14,969

15,879

63

3

従事職員 の運転

保育士　1,500円

日額　150円

職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

4 保育所保育士特殊勤務手当 保育所保育士 保育所に勤務

火葬作業等従事職員
特殊勤務手当

保健師5

職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度）

80,968

ごみ処理、し尿処理

特殊勤務手当

従事職員特殊勤務手当
日額　700円清掃作業

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

日額　2,500円～500円

手当の種類（手当数）

作業等従事職員
2

ごみ処理、し尿処理作業等

手当の名称 主な支給対象職員

税務職員特殊勤務手当

6
火葬作業等従事職員

支給実績（26年度決算）

支給実績（25年度決算）

斎場職員

保健衛生業務従事職員

左記職員に対する支給単価

斎場勤務

主な支給対象業務

操炉作業

斎場職員特殊勤務手当

大型特殊自動車等

特殊勤務手当

支給実績（26年度決算）

3

7

自動車運転業務

医療行為

5,020

％

支給率

町税の賦課徴収

％

26.1

2 人

支給対象職員数支給対象地域

税務職員

千円支給実績（26年度決算)

月額　1,000円

金沢市

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

3

123,000

246

円

7



(6) その他の手当(6) その他の手当(6) その他の手当(6) その他の手当

異なる内容

・23,000円以下　家賃-12,000円

・23,000円を超え55,000円未満

　　　　　×1/2＋11,000円

・55,000円以上　27,000円

 2　～　　5ｋｍ　　　　　2,000円

 5　～　10ｋｍ　　　　　4,200円

10　～　15ｋｍ　　　　　7,100円

15　～　20ｋｍ　　　　10,000円

20　～　25ｋｍ　　　　12,900円

25　～　30ｋｍ　　　　15,800円

30　～　35ｋｍ　　　　18,700円

35　～　40ｋｍ　　　　21,600円

40　～　45ｋｍ　　　　24,400円

45　～　50ｋｍ　　　　26,200円

50　～　55ｋｍ　　　　28,000円

55　～　60ｋｍ　　　　29,800円

60　～　　　　　　　　　31,600円

円

円

管理職手当

通勤手当

住居手当

（26年度決算）

平均支給年額

19,117

245,311

206,714

207,967

―

円

休日勤務手当
祝日及び年末年始に勤務し
た職員に通常の時間単価に
135/100を乗じた額を支給

同 ― 302

千円

千円

千円

―

異

○管理又は監督の職務

11,039

職務の級
及び区分

に応じた定
額

異

　困難な業務を掌握する課長

　課長補佐   12,000円

円

　定期代55,000円まで全額

○乗用車等の利用

― 16,788 千円 86,092

○電車・バスの利用

同

円

円

○自宅の場合

　新築5年間まで2,500円

4,341 千円

― 千円24,748○配偶者がいない職員の扶
養親族のうち１人目
11,000円

支給職員１人当たり国の制度と 支給実績

○16歳から22歳までの子
　　　　　　　　1人5,000円加算

　課長　　　 　30,000円

　課参事　　　18,000円

（26年度決算）

同

廃止

○借家の場合

60,400

2,772

手　当　名

　　　　（家賃－23,000円）

内容及び支給単価

○配偶者以外の扶養親族
　　　　　　　　　　　　　6,500円

との異同

国の制度

宿日直手当 勤務1回につき　4,200円 同

○配偶者　　　　　　　13,000円

同

　                 40,000円

扶養手当
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５　特別職の報酬等の状況（平成27年4月1日現在）５　特別職の報酬等の状況（平成27年4月1日現在）５　特別職の報酬等の状況（平成27年4月1日現在）５　特別職の報酬等の状況（平成27年4月1日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） 　（支給時期）

　給料月額×勤続期間支給率(3.68）＋役職加算分（5×4年） 円 　　任期毎に支給

　給料月額×勤続期間支給率(3.68）＋役職加算分（2.2×4年） 円 　　任期毎に支給

６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

議 長

議 長

合　　計

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

副 町 長

給

料
820,000

590,000

7,363,200

7

13

124.18

14

0

130

17 17

[      485        ］ [      485        ］ [     0     ］

病　院

0

3
▲ 2

29

▲ 5

総　　務

商　　工

土　　木

30
60

210

普
通
会
計
部
門

76

副 町 長

町 長

備　　　　考

0議　　会

3.10

230,000

平成27年

275,000

　　（26年度支給割合）

平成26年
主 な 増 減 理 由

　　（26年度支給割合）

420,000

157,000

360,000

399,000850,000

700,000 409,200

＜参考＞

109.11
69.01

▲ 9

125

167

異動に伴う減13

報

酬

3.10期
末
手
当

議 員

給 料 月 額 等

245,000

副 町 長

税　　務

小　計

町 長

小　計

労　　働

その他

一
般
行
政
部
門

74

0

異動に伴う減

415

7

衛　　生

教育部門

▲ 1

239
86.82

248 ▲ 9

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数

民　　生

対前年
増減数

農林水産

＜参考＞

▲ 15
＜参考＞

207.82

161

13

400

0

57

219

29

13

▲ 6

28

07

▲ 2

12

職員配置の見直し

職員配置の見直し

職員配置の見直し

職員配置の見直し

▲ 3 職員配置の見直し

0

▲ 1

▲ 1

退
職
手
当

19,417,600

14

（注）

3

2
13

（参考）類似団体における最高／最低額

水　道

225,000 345,000

副 議 長 180,000

7

副 議 長

町 長

議 員

区 分

2

下水道

計

１　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額（減額前）及び支給率に基づき、１期（４
年＝４８月） 勤めた場合における退職手当の見込額である。

異動に伴う減
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成27年4月1日現在）(2) 年齢別職員構成の状況（平成27年4月1日現在）(2) 年齢別職員構成の状況（平成27年4月1日現在）(2) 年齢別職員構成の状況（平成27年4月1日現在）

　

(注)　職員数は、教育長を除く一般職に属する職員数である。 

(3) 職員数の推移(3) 職員数の推移(3) 職員数の推移(3) 職員数の推移

（単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

　　　　　　　　　　　　年度
部門別

職員数

（▲13.9％）

人

区　分

39歳

公営企業等会計計

5253

～

34

～

31

164

210

33

24

256

226

30

23

36

人 人

27歳

22

244 235

未満

331

人

19

人

10

31歳 35歳23歳

～

44歳

人 人

51歳

人 人

47歳43歳

～～

計

24歳

～

28歳 40歳

人

48歳 56歳 60歳

人

59歳

～

40056 68 7

以上

人 人

～

55歳

32歳 36歳 52歳

278

一般行政

20歳 20歳

34

～ ～

171 176

415

167

268

174

400

248250

▲ 5

▲ 39

過去５年間の
増減数（率）

29

444 430

26

▲ 34

25

161

29

414

29

総合計 449

221

▲ 10

（▲14.0％）

（▲5.8％）

▲ 49

239

（▲14.7％）

27

（▲10.9％）

219

教育

普通会計計

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業(1)　水道事業(1)　水道事業(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況

     ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、27年4月1日現在の人数である。 

イ　 特記事項

能都町、柳田村及び内浦町の３町村が、平成17年3月1日に合併し能登町となった。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

能 登 町

年度

26

年度 　　　　千円

期末・勤勉手当

千円

（参考）
H25平均一人
当たり給与費

9

千円

5,480

区分 給　　　与　　　費

区分

1,248

１人当たり平均支給額（26年度）

千円　

一人当たり

職員給与費

26

める職員給与費比率

（参考）総費用 総費用に占める

平　均　年　齢　　　　　　区　　分

2.60

（0.70） （1.45）

千円

4,83632,518

（1.45）

1.50

43.3

純損益又は

千円

　　　　　　Ａ 給　 料

職員数

25年度の総費用に占

429,168

465,826

１人当たり平均支給額（26年度）

能登町　（一般行政職）

基本給

302,000

298,200

△41，422

44,941

13.1

職員手当

2.60 1.50

（0.70）

7,857

能　　　登　　　町

44.7

1,300

人

計　　　　Ｂ

4,994

Ａ  

千円

  給与費  Ｂ／Ａ　　

527,541

千円　

千円

　　　　　　Ｂ／Ａ

団 体 平 均

8.544,941

実質収支

％　

Ｂ　

％　　　　

平均月収額

職員給与費比率

11



イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％の加算） （2～20％の加算）

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給　された平均額である。

ウ　地域手当（平成27年4月1日現在）　　該当なし

エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）　　該当なし

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当

円

円

円

円

49.59 49.59 49.59 49.59

－ －

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59 41.325 49.59

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合  　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　自己都合  　　　　勧奨・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625

能　　登　　町 国

195,000扶養手当

一般行政職と同じ

360

通勤手当

管理職手当

同左

1,170

457

252

支給実績

82

千円

千円 65,286

180,000

平均支給年額

同左

千円

住居手当

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

一般行政職
の制度との
異同

手　当　名 内容及び支給単価 （26年度決算）

支給職員１人当たり

千円

一般行政
職の制度
と異なる内
容

252,000

（26年度決算）

133

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

22

支給実績（26年度決算） 733

支給実績（25年度決算）

－ －
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１ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況１ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況１ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況１ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

　(1) 勤務時間の状況（平成27年4月1日現在）　(1) 勤務時間の状況（平成27年4月1日現在）　(1) 勤務時間の状況（平成27年4月1日現在）　(1) 勤務時間の状況（平成27年4月1日現在）

～ （1日当たり　7時間45分　１週間当たり　38時間45分）

～ （60分間）

（注） 業務の性質により、上記の勤務時間によることができない勤務箇所の勤務時間は、別に定めています。

　(2) 休暇の状況（平成27年4月1日現在）　(2) 休暇の状況（平成27年4月1日現在）　(2) 休暇の状況（平成27年4月1日現在）　(2) 休暇の状況（平成27年4月1日現在）

下記以外  ９０日以内

結核性疾患 １年以内

公務上又は通勤による負傷又は疾病 必要と認められる期間

公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

必要と認められる期間

骨髄提供者となる場合 必要と認められる期間

ボランティア活動に参加する場合 ５日以内

結婚する場合 連続する５日以内

産前の場合 産前８週間（多胎妊娠の場合は10週間）

産後の場合 産後８週間

１日２回それぞれ３０分以内

妻が出産する場合 ２日以内

育児参加をする場合 ５日以内

子の看護をする場合（公学校就学前の子）

短期の介護をする場合 ５日以内

親族が死亡した場合 親族の区分により１日から７日以内

１日以内

心身の健康の維持・増進等の場合 連続する３日以内

災害により滅失等した住居の復旧作業等の場合 ７日以内

必要と認められる期間

災害時に退勤途上の身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

生理休暇 必要と認められる期間

配偶者、父母、子等を介護する場合 ６月以内

　病気休暇

４週間に１回～１週間に１回

　介護休暇 

休憩時間

勤務時間

職員の服務等について職員の服務等について職員の服務等について職員の服務等について

期　間

５日以内（子が2人以上の場合10日）

 １暦年つき２０日（２０日を限度に翌年に
繰り越すことができます。）

父母を追悼する場合

災害・交通機関の事故等により出勤が著し
く困難な場合

証人等として国会等に出頭する場合
　特別休暇

17:158:30

保育時間の場合（生後1年に達しない子）

妊娠中又は出産後１年以内の女子職員が受け
る保健指導又は健康診査

　年次有給休暇

区　分

12:00 13:00

事　由
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２ 職員の分限及び懲戒処分の状況２ 職員の分限及び懲戒処分の状況２ 職員の分限及び懲戒処分の状況２ 職員の分限及び懲戒処分の状況

　(1) 分限処分の状況　(1) 分限処分の状況　(1) 分限処分の状況　(1) 分限処分の状況

　(2) 懲戒処分の状況　(2) 懲戒処分の状況　(2) 懲戒処分の状況　(2) 懲戒処分の状況

３ 職員の服務の状況３ 職員の服務の状況３ 職員の服務の状況３ 職員の服務の状況

　(１)  年次有給休暇の使用状況（平成26年1月１日～平成26年12月31日）　(１)  年次有給休暇の使用状況（平成26年1月１日～平成26年12月31日）　(１)  年次有給休暇の使用状況（平成26年1月１日～平成26年12月31日）　(１)  年次有給休暇の使用状況（平成26年1月１日～平成26年12月31日）

日 日 人 日 ％

注

２　総付与日数には、前年からの繰越分を含みます。

　(２) 育児休業及び部分休業の利用状況（平成26年4月１日～平成27年3月31日）　(２) 育児休業及び部分休業の利用状況（平成26年4月１日～平成27年3月31日）　(２) 育児休業及び部分休業の利用状況（平成26年4月１日～平成27年3月31日）　(２) 育児休業及び部分休業の利用状況（平成26年4月１日～平成27年3月31日）

5
5
5
5

注

職員

職員

10,685

－

5

得者数

うち両

男性

計

Ｃ

得者数

消化率

　平成25年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。　　　　　　　　　　　　　単位：人

  地方公務員法では、勤務成績が良くない場合、心身の故障により職務遂行に支障がある等の場合、職に必要
な適格性を欠く場合又は職制等の改廃等により過員等を生じた場合のいずれかに職員が該当するときは、分限
処分として、その意に反して、職員を降任し又は免職することができることになっています。

  また、心身の故障のため、長期休養をする場合又は刑事事件に関し起訴された場合のいずれかに職員が該当
するときも、分限処分として、その意に反して、職員を休職することができます。

取得者数

部分休業

－ 3

2,609 24.4

Ｂ／Ａ

対象職員数

　　地方公務員法では、職員が、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合若しくは
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合には、懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処
分をすることができることになっています。

　平成25年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。

Ｂ／ＣＢ

総付与日数

休　職

うち育児休業

１　対象職員数は、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの全期間を在職した職員数（年度途中の退
職・採用者、育児休業・休職等の事由がある職員並びに派遣職員を除きます。）です。

降　給

5

Ａ

育児休業

9計

「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「うち両休業取得者数」の欄の上段
は、平成26年度に新たに育児休業（部分休業）を取得した者、下段は育児休業（部分
休業）の期間が平成25年度以前から引き続いている者の数です。

平成26年度中
に新たに育児
休業が取得可
能となった職
員

取得者数 取得者数

5

－ －

計

－

総使用日数

281 9.3

女性

うち両

－

戒　告 減　給 停　職

休業取

4

平均使用日数

取得者数

休業取

うち部分休業

免　職

－ － 3

降　任 免　職
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　(３) 介護休暇の取得状況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）（単位：人）　(３) 介護休暇の取得状況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）（単位：人）　(３) 介護休暇の取得状況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）（単位：人）　(３) 介護休暇の取得状況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）（単位：人）

2 1 1

0 1 1

４　職員研修及び勤務成績の評定の状況４　職員研修及び勤務成績の評定の状況４　職員研修及び勤務成績の評定の状況４　職員研修及び勤務成績の評定の状況

　(１) 平成26年度研修概要と研修実績　(１) 平成26年度研修概要と研修実績　(１) 平成26年度研修概要と研修実績　(１) 平成26年度研修概要と研修実績

自治大学校
第２部課程　第１７１期

全国市町村国際文化研修所
選挙事務
女性リーダーのためのマネジメント研修

市町村職員中央研修所
公共施設の有効活用（大量更新への対応）

全国建設研修センター
土木施工管理

石川県職員研修所
指定研修

初任者研修
新任係長研修
新任課長補佐研修
新任課長研修
地方行財政研修1
地方行財政研修2
現任係長研修
現任技能労務職研修

選択研修
①自己啓発コース （1）管理者特別研修
②対人関係能力コース （1）説明能力向上研修（スピーチ編）

（2）説明能力向上研修（実践編）
（3）実践交渉力向上研修
（4）ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修

③行政実務コース （1）財務事務研修（出納・財産）
（2）税務事務研修（徴税担当者）
（3）税務事務研修（課税担当者）
（4）入札・契約事務研修 
（5）住民サービス向上・クレーム対応研修
（6）工事監理研修
（7）政策法務研修
（8）法制執務研修（基礎編）
（9）法制執務研修（技術編）
（10）図解表現力向上研修

奥能登広域圏共同研修会
第1回共同研修会
第2回共同研修会

町独自研修
初任者研修 地方公務員（町職員）としての基礎知識の習得
管理職研修 人事評価制度と人材育成に関する講演会
町職員研修会１ アサーティブ研修
町職員研修会２ 個人情報保護研修

派遣研修
県総務部市町支援課
石川県後期高齢者医療広域連合
奥能登広域圏事務組合
被災地派遣（岩手県釜石市）

男性職員

2

人数

1

研　修　の　目　的

3

1

3

8

1

3

2
2

1

6

1

1

1

2

1

9

1
14

姉妹

2日

1日

選挙制度をめぐる諸問題、選挙執行の実務等専門知識の習得

2日×3

介護休暇

父母 祖父母子

要介護者数（職員との続柄別）

配偶者取得者数

女性職員

5日

の父母

計

兄弟

4日

期間

1日×2

2日×2

2日

9日

2日×2
1日

3日
1日×2

半日

1日

6

26
15

8
12

1日

1日

2年
2年

1

1
1

半日×2

1

2年

1年

2日
1日

配偶者 その他

3日

研　　修　　名

組織の女性リーダーとしての役割の認識

既存公共施設等を効果的・効率的に利用・更新に対処できる知識の習得

土木施工管理に必要な知識・技術等の習得

5日 1

3日 1

1日×2 1

1日 2

3日 2
2日

1日
2日

問題を発見し特定する力、問題の真の原因を追究する力を習得

「お宿が果たしている役割」を深く考え、能登の将来を考える

1日 2

1日 1
1日 1
1日 3
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　(２) 職員の勤務成績の評定状況　(２) 職員の勤務成績の評定状況　(２) 職員の勤務成績の評定状況　(２) 職員の勤務成績の評定状況

５　職員の福祉及び利益の保護の状況５　職員の福祉及び利益の保護の状況５　職員の福祉及び利益の保護の状況５　職員の福祉及び利益の保護の状況

　(1) 厚生制度の状況　(1) 厚生制度の状況　(1) 厚生制度の状況　(1) 厚生制度の状況

公務能率の向上を図るため、職員の健康管理、元気回復等の厚生事業を実施しており、平成26年度の状況は次のとおりです。

定期健康診断 全職員

生活習慣病健康診断（腎機能・眼底） 40歳以上全職員

前立腺癌検査 50歳以上男子

胃検診 希望職員

大腸がん検診 　　〃

婦人がん検診 　　〃

人間ドック検査 　　〃

インフルエンザ予防接種 　　〃

※公立宇出津総合病院の職員を除き、臨時職員を含む。

　(２) 公務災害保障の状況（平成26年4月１日～平成27年3月31日）　(２) 公務災害保障の状況（平成26年4月１日～平成27年3月31日）　(２) 公務災害保障の状況（平成26年4月１日～平成27年3月31日）　(２) 公務災害保障の状況（平成26年4月１日～平成27年3月31日）

６　平成26年度における公平委員会の業務の状況６　平成26年度における公平委員会の業務の状況６　平成26年度における公平委員会の業務の状況６　平成26年度における公平委員会の業務の状況

　１ 勤務条件に関する措置の要求の状況　１ 勤務条件に関する措置の要求の状況　１ 勤務条件に関する措置の要求の状況　１ 勤務条件に関する措置の要求の状況

該当ありません

　２ 不利益処分に関する不服申立ての状況　２ 不利益処分に関する不服申立ての状況　２ 不利益処分に関する不服申立ての状況　２ 不利益処分に関する不服申立ての状況

該当ありません

5 4 1

３３０名

２３８名

公　務　災　害

内　　　訳

公　務　災　害
認　定　件　数

　職員が公務遂行中及び通勤中に負傷したり、公務が原因となって発症した疾病等公務上の災害として認
定した件数は次のとおりです。

２名

実施状況

（１）目標：高い目標を自ら設定し果敢に挑戦する姿勢
（２）業務実績：業務の達成度
（３）取組姿勢：職務を遂行していくうえでの態度や意欲
（４）能力：職務を通じて発揮された職務遂行能力

４月１日～３月３１日

全職員（当面の間、医師を除く）

２０６名

３８名

評定項目

評定対象期間

１２名

２８名

６名

２名

　地方公務員法第４０条第１項の規定に基づき、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応
じた措置を講じています。

健康管理事業

評定結果の反映

主な項目

定期昇給
昇給・昇格の参考

区分

評定対象職員

通　勤　災　害

対象者
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